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なぜ、今のままでダメなのか…？



【問題点】
・都道府県毎にサイトが作成されており、スマートフォンでや外国語対応などの違い
・都道府県毎に運用状況が異なり、公表情報の粒度や内容の正確性に差があるとの懸念

全国統一的な検索サイトを構築し、利便性を向上

    新型コロナウイルス感染症対応１    医療情報ネット・G-MIS２
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■スマートフォンで表示した場合

    医療情報ネット・G-MIS２
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こ
れ
ま
で

こ
れ
か
ら

県 県民薬局 医療ネットに報告 承認して医療ネットで公表

県 県民薬局 G-MISに報告
医療情報ネットで公表
（全国統一システム）

承認

※ 一般向け公開はR6.4.1～



これまで これから

薬局 県庁
報告書 報告書調査票

薬務衛生課で承認

報告書 報告書調査票

各保健所で承認

※高知市内は薬務衛生課で承認

薬局 保健所



今回の改正で新たに増える報告項目

基本情報

■薬局住所（記載内容変更）
 ・緯度・経度の情報（追加）※医療ネット上項目としてはあった
 

■薬局の面積（新規）
 ・薬局開設許可申請時の値を登録
 ・一部、県に情報が無い場合は、保管されている図面等で確認のうえ、  
  報告をお願いします。
 

■店舗販売業の併設の有無（新規）
 ・同一建物内で併設の場合は「有り」
 

■電話番号及びファクシミリ番号（記載内容変更）
 ・夜間・休日対応が可能な番号があれば記載（追加）
 

■電子メールアドレス（新規）
 ・患者・住民が連絡・相談可能なアドレスを記載
  ※業務用アドレス（一般公開していないもの）は記載しない。
 



今回の改正で新たに増える報告項目

薬局サービス
等

■相談できるサービスの利用方法（新規）
 ・健康相談等で電話・メール・SNSなどが利用できる場合は「有り」
 ・その他のサービスが利用可能な場合は、別途記載
 

■特定販売の実施（新規）
 ・電話・インターネット、カタログ等の通信手段別に販売の有無を記載
 ・特定販売を行う時間を記載
 ・医薬品の区分（薬局製造、１類～３類）について販売有無を記載
 
 

■薬局医薬品の取扱い品目数（新規）
 ・OTC以外の品目数（概数）を記載 ※規格違いは別品目
 

■要指導医薬品及び一般用医薬品の取扱い品目数（新規）
 ・OTCの品目数（概数）を記載 ※規格違いは別品目
 

■特別用途食品の取扱いの有無（新規）
 ・特別用途食品（病者用食品、乳幼児用調整乳、嚥下困難者用食品）
 

■配送サービスの有無（新規）
 ・調剤済み薬剤の配送サービスの利用可否
 ・上記サービスの利用方法等及び利用料

    医療情報ネット・G-MIS２



今回の改正で新たに増える報告項目

■登録販売者その他資格者の人数（新規）
 ・登録販売者（台帳上登録があるもののみ）の人数 ※常勤・非常勤の実数

 ・管理栄養士等の資格者が勤務している場合実数を記載 ※主の薬局のみ
 

■無菌調剤処理に係る調剤の実施（記載内容変更）
 ・無菌調剤室の有無（新規）
 ・クリーンベンチの有無（新規）
 ・安全キャビネットの有無（新規）
 
 

■医療を受ける者の居宅等において行う調剤業務の実施（記載内容変更）
 ・PCAポンプの取扱い有無（新規）
 

■小児の訪問薬剤管理指導の実績の有無（新規）
■医療的ケア児への薬学的管理・指導の可否（新規）

 

業務内容、
提供サービス

費用負担

■電子決済による料金の支払いの可否（記載内容変更）
 ・デビットカード、その他電子決済の方法を記載
  ※元々は、クレジットカードのみ記載 

 

    医療情報ネット・G-MIS２



今回の改正で新たに増える報告項目

■オンライン服薬指導の実施（記載内容変更）
 ・オンライン服薬指導の実施可否（そのまま）
 ・オンライン服薬指導の実施方法（新規）
 ・オンライン服薬指導を実施した回数（新規）
 

■電子資格確認の仕組みを利用して取得した薬剤情報等を活用した調剤の
 実施（新規）
 ・マイナンバーカードの保険証利用により、薬剤情報等を取得・活用 
   できる体制を有している場合「可能」
 

■リフィル処方箋の対応実績の件数（新規）
■緊急避妊薬の調剤の可否（新規）
 ・緊急避妊薬の調剤の対応可否
 ・オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤の対応可否
 

■高度管理医療機器に係る業許可（新規）
 ・高度管理医療機器の販売業許可の有無
 ・高度管理医療機器の貸与業許可の有無
 

■検体測定室の実施（新規）
 ・検体測定室の設置有無及び検査可能な項目及び費用
 

業務内容、
提供サービス

    医療情報ネット・G-MIS２



今回の改正で新たに増える報告項目

■災害・新興感染症への対応（新規）
 ・BCP策定の有無
 ・非常用電源の有無
 ・感染症法に基づく都道府県との協定の締結の有無（4/1～施行）
 ・新型コロナウイルス抗原検査キット取扱いの有無

業務内容、
提供サービス

■入院時の情報を共有する体制（記載事項変更）
 ・入院時の情報を共有した回数（新規） ※地域連携薬局より
 ・退院時の情報を共有した回数（新規）
 ・地域における薬剤及び医薬品の的な使用の推進及び効率的な提供に
  必要な情報を共有した回数（新規）
 

■受診勧奨に係る情報等を医療期間に提供した実績有無（新規）
■診療報酬上の位置づけ
 ・調剤基本料・地域支援体制加算等の届出有無

地域医療
連携体制

その他

■前年１年間の実績値
 →報告期日の前年１年間に統一（認定薬局関連も含む）

  ※認定更新と薬局機能情報報告で年2回の集計が必要となった。
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 １．新規報告

 ２．定期報告

 ３．随時報告①

 ４．随時報告②

 ５．訂正報告

 ６．休止・再開時
    報告

 ７．廃止報告

要領上、報告の種類は７種類
※説明の都合上、要領の順番と整合しない

タイミング：新規開設時
     ：開設後10日以内に報告報 告 期 限

タイミング：年１回（認定薬局関係は認定から10日以内）
     ：12/31の情報を翌３月末までに報 告 期 限

タイミング：基本情報・薬剤師不在時間・支援薬局の変更時
     ：変更から10日以内報 告 期 限
タイミング：①以外の項目
     ：随時、速やかに（①ほど急がない 定期報告でも可）報 告 期 限
タイミング：報告内容に誤りがあったとき
     ：随時、速やかに報 告 期 限
タイミング：薬局の休止・再開時
     ：どちらも10日以内に報告報 告 期 限
タイミング：基本情報・薬剤師不在期間・支援薬局の変更時
     ：10日以内に報告報 告 期 限

タイミング：基本情報・薬剤師不在時間・支援薬局の変更時
     ：変更から10日以内報 告 期 限
タイミング：①以外の項目
     ：随時、速やかに（①ほど急がない 定期報告でも可）報 告 期 限
タイミング：報告内容に誤りがあったとき
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タイミング：薬局の休止・再開時
     ：どちらも10日以内に報告報 告 期 限
タイミング：①以外の変更時
     ：随時、速やかに（①よりは急がない 定期報告でも可）報 告 期 限

タイミング：薬局の廃止時
     ：10日以内に報告

タイミング：報告内容に訂正が必要な時
     ：随時、速やかに報 告 期 限

タイミング：薬局の休止・再開時
     ：どちらも10日以内報 告 期 限

報 告 期 限



３月末までのお願い事項

１． 6月中にG-MISアカウントを申請した薬局（既存の薬局）

  ・G-MISへのログイン
  ・「定期報告」の実施
    ※すでに入力されている情報の更新、新たな報告項目の入力

２． 11月以降にG-MISアカウントを申請した薬局（新規の薬局）
   ※既存薬局で開設者の変更のみ（職員等の変化がない場合）は１として取扱い

  ・G-MISへのログイン
  ・「新規報告」の実施

３月末までに報告が完了していない場合、
医療情報ネットに公開されません



３月末までのお願い事項① G-MISへのログイン
No1-2：G-MIS利用案内メール

件名 【厚生労働省G-MIS事務局】G-MISログインIDのお知らせ及びパスワード設定のご
依頼

本文 ○○病院　ご担当者様

本メールは、先日、件名「【厚生労働省G-MIS事務局】G-MISアカウント
発行にかかる事前のご連絡」のメールにてご連絡いたしましたG-MISの新規
ユーザ登録の完了をお知らせするものです。
「医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度」のオンライン報告を
行う為のユーザ名（ログインID）は以下になります。

ユーザ名（ログインID）:  XXXXXX

※以下に該当する場合はお手数ではございますが、下記の厚生労働省
ホームページに記載の各都道府県「医療機能情報提供制度・薬局機能情
報提供制度」窓口にお問い合わせください。
　・「医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度」の報告業務につ
いて、管轄の都道府県から周知されていない
　・本メール冒頭に記載された「組織名」が異なる
　・G-MISの新規ユーザ登録を行っていない
　・既にG-MISのユーザ名（ログインID）・パスワードを所有している
　・その他ご不明点がある

システムをご利用になるには、以下のURLにアクセスし、パスワードを設定して
ください。
（URLが途中で改行されている場合、アクセスできないことがあります。 
URLを全てコピーして、Webブラウザに直接貼り付け、再度アクセスをお試し
ください。）
https://www.med-
login.mhlw.go.jp/login?c=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2回目以降のアクセスはこちらから
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/

なお、令和5年度報告の開始時期は、都道府県により異なります。
定期報告の開始時期については、管轄の都道府県からのご連絡をお待ちく
ださい。
また、医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の概要については、
厚生労働省の下記URLのページで説明しております。

※このメールは送信専用のメールアドレスから配信されています。
　 ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。

① 初回ログイン
 ・左のメールを受信した後、これ  
  までにログインしていない場合
  は、上のURLにアクセスしてく 
  ださい。※パスワードを設定します

② ２回目以降のログイン
 ・こちらからログインしてください。    
  ※ブックマークが便利です

    薬局との協定締結３



３月末までのお願い事項① G-MISへのログイン

① ユーザ名
 ・先ほどのメールに記載されている
  ユーザ名を入力
  ※ 医療ネットのIDとは異なります

② パスワード
 ・初回ログインで設定したパスワード 
  を入力

■ ユーザ名がわからない場合
 ・まずは、登録メール（既存薬局の場合11/6頃配信）
  を探す。（迷惑メールフォルダも）
 ・探してもメールが見つからない場合は、所管する福祉 
  保健所（高知市内の薬局は薬務衛生課）へお問い合わ
  せください。
 

■パスワードがわからない場合
 ・ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」から
  再登録してください（ログインできない場合も同様）



① ユーザ
 薬局にアカウントは１つです。
 担当者が変わった場合等は、 
 「ユーザ基礎情報登録」を
 クリックして変更してください。

    定期報告・新規報告３



① ユーザ
 「編集」をクリックして変更して
ください。

３月末までのお願い事項② 定期（新規）報告

    定期報告・新規報告３



① 薬局機能情報提供制度
 報告を行う場合はクリックして
 ください。

    定期報告・新規報告３



① ユーザ
 報告種別をクリックして変更して
ください。
 ・既存の薬局：定期報告
 ・新規の薬局：新規報告
 

    定期報告・新規報告３



① ユーザ
 報告種別をクリックして変更して
ください。
 ・既存の薬局：定期報告
 ・新規の薬局：新規報告

    定期報告・新規報告３



 「入力」をクリックして詳細を入
力してください。
 

    定期報告・新規報告３



既存薬局で、
「こうち医療ネット」に情報がある場合は

令和5年11月時点の情報を反映しています。

令和5年6月以降に新規に開設された薬局は、
データの入力はありません。

全項目の入力をお願いします。



・来年度から使用可能
・前年度の情報を一括で入力できる

    定期報告・新規報告３



・全て「入力完了」になったことを 
 確認

・「入力内容確認」をクリック

    定期報告・新規報告３



    定期報告・新規報告３



・「差異表示」をクリック

    定期報告・新規報告３



    定期報告・新規報告３



・「報告」をクリック

    定期報告・新規報告３



    定期報告・新規報告３
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⃝ 薬局の「開店時間」における時間帯表記について、実際の開店時間が午前／午後／夜間／深夜かに関わらず「時間帯1」より左詰
めで入力ください。営業日にも関わらず時間帯1に入力がない場合、エラーとなります。

⃝ 公表の際には午前／午後／夜間／深夜が表示されません。

① 開店時間帯における時間帯表記について（対象機関：薬局）

開店時間帯1

開店時間帯2

開店時間帯3

開店時間帯4

曜日

営業日

基本開店時間帯

入力画面上の時間帯表記（午前／午後／夜間／深夜）については
無視し、「時間帯1」より入力する。

⃝ 住民患者側への公表時には、薬局の開店時間の「時間帯1」~「時間帯4」における内容は「開店時間帯1」~「開店時間帯4」欄に、
それぞれ表示されます。

入力用
画面

公表用
画面

【G-MIS報告ページ　1.1.基本情報（薬局）】

【医療情報ネット　薬局の営業日及び開店時間】


